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Ⅰ　はじめに
　ベトナム社会主義共和国（以下「ベトナム」とい
う）は、インドシナ半島の東側に位置し、南北に細
長い「S」字形をした、人口約9600万人の社会主義
国家である。
　とくに1990年代以降、製造業を中心とする多くの
日本企業が、ベトナム企業との貿易を行い、また
ベトナムに対する投資を行ってきたことから、ベト

ナムは、日本企業にとって経済的な結び付きが強い
国となった。ベトナムは、急速な発展を続ける東南
アジアの中心に位置する国として、今後も、日本企
業にとって最重要投資先の一つであり続けるであろ
う。
　このようなベトナムの重要性に鑑みると、ベトナ
ムの知的財産法の制度、実務運用及び改正動向等に
ついて知ることは、非常に重要であるといえる。
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　そこで、今回は、ベトナムの知的財産法の概要を
紹介することとしたい。

Ⅱ　知的財産法全般
１　概要

ベトナムの法制度は、日本等と同じく、いわゆ
る「大陸法系」に属し、成文法を法体系の中心に
置いている。

ベトナムの法制度は、歴史的には旧ソ連の法制
度の影響を強く受けてきたが、近時は日本や欧米

を含む先進国の法制度の影響が強くなっている。
ベトナムの知的財産法制度は、主に、民法、

知的財産法、技術移転法、その他多数の政令
（décret）等により構成されている２。

ベトナムは2007年にWTOに加盟したが、TRIPS
協定で定められた要件を満たすため、2005年に

「知的財産法」を制定した。「知的財産法」は、特許、
実用新案、意匠、商標、著作権、営業秘密、不正
競争行為等について規定している。全222条から
なる「知的財産法」の主な体系は、表１のとおり

第１部
総則
第２部
著作権及び隣
接権

第１章　著作権及び隣接権の保護条件 ①著作権の保護条件、②隣接権の保護条件
第２章　著作権、隣接権の保護の内容、制限及び
期間

①著作権の保護の内容、制限及び期間、②隣接権
の内容、制限及び期間

第３章　著作権所有者及び隣接権所有者
第４章　著作権、隣接権の譲渡 ①著作権、隣接権の譲渡、②著作権、隣接権の行

使の移転
第５章　著作権及び隣接権の登録証明
第６章　著作権、隣接権の分野における代理、コ
ンサルティング及びサービス組織

第３部
工業所有権

第７章　工業所有権の保護に係る要件 ①発明に係る保護要件、②工業意匠に係る保護要
件、③回路配置に係る保護要件、④標章に係る保
護要件、⑤商号に係る保護要件、⑥地理的表示に
係る保護要件、⑦営業秘密に係る保護要件

第８章　発明、工業意匠、回路配置、標章及び地
理的表示に対する工業所有権の確定

①発明、工業意匠、回路配置、標章及び地理的表
示の登録、②工業所有権登録出願、③工業所有権
登録出願の処理及び保護証書の付与に係る手続、
④国際出願及びその処理

第９章　工業所有権の所有者、範囲及び制限 ①工業所有権の所有者及び範囲、②工業所有権の
制限

第10章　工業所有権の移転 ①工業所有権の譲渡、②工業所有権のライセンス
許諾、③発明の強制ライセンス許諾、④工業所有
権の移転契約の登録

第11章　工業所有権代理人
第４部
植物品種に係
る権利

第12章　植物品種の保護に係る条件
第13章　植物品種に係る権利確定 ①植物品種に係る権利確定、②保護登録出願の出

願様式及び処理手続
第14章　植物品種に係る権利の内容及び制限 ①植物品種に係る権利の内容、②植物品種に係る

権利の制限
第15章　植物品種に係る権利の移転

第５部
知的所有権の
保護

第16章　知的所有権の保護に関する総則
第17章　民事裁判による知的所有権に対する侵害
の取扱
第18章　行政及び刑事措置による知的所有権の侵
害の取扱；知的所有権関係の輸入及び輸出の管理

①行政及び刑事措置による知的所有権の侵害の取
扱、②知的所有権関係の輸入及び輸出の管理

第６部
施行規定

表１：ベトナムの「知的財産法」の主な体系


